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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入され、かつ、湾曲動作可能な湾曲部を有する内視鏡挿入部の基端側に設
けられた、該湾曲部を湾曲動作させる湾曲操作部材および処置具が備える処置具挿入部が
挿入される処置具挿入口を有する、内視鏡操作部と、
　前記内視鏡操作部の前記湾曲操作部材よりも先端側に位置するように設けられた、前記
内視鏡操作部を第１の把持状態で把持するための第１の把持部と、
　前記内視鏡操作部の前記湾曲操作部材の基端側に延設するように設けられた、前記内視
鏡操作部を第２の把持状態で把持するための第２の把持部と、
　前記第１の把持部及び前記第２の把持部にそれぞれ形成されている、前記内視鏡操作部
を前記第１の把持状態、あるいは、前記第２の把持状態で把持しつつ、その把持している
手の指で前記湾曲操作部材の操作と前記処置具が備える処置具操作部に設けられた処置部
操作部材の操作とを行えるように該処置具操作部に設けられた取付部が取り付け可能な処
置具操作部装着部と、
　　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記内視鏡操作部は、前記第１の把持部の長手軸と前記第２の把持部の長手軸とが予め
定めた劣角にて交差されて屈曲形状であって、
　前記湾曲操作部材は、前記劣角に対する優角の側に配設されており、
　前記処置具操作部装着部は、前記第１の把持部に設けられた第１の装着部と前記第２の
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把持部に設けられた第２の装着部とからなり、
　前記第１の装着部と前記第２の装着部とは前記優角を２分する直線に対して対称な位置
に設けられている
　　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記優角を２分する直線と、前記湾曲操作部材が中立状態において、該湾曲操作部材が
備える軸部の中心軸と、が一致することを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記処置具の処置具操作部に、該処置具操作部の長手軸方向に対して摺動自在な、スラ
イダが設けられていること特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　請求項１に記載の内視鏡と、
　前記内視鏡に挿入される処置具であって、前記処置具挿入口に挿入される処置具挿入部
と、前記処置具操作部装着部に取り付け可能な取付部が設けられた処置具操作部とを有す
る処置具と、
　を具備することを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡操作部に処置具操作部が着脱自在な内視鏡及び内視鏡システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野、あるいは、工業分野等において内視鏡が利用されている。内視鏡には挿入部
の挿入性の向上を図る目的、あるいは、観察性能の向上を図る目的で挿入部に湾曲自在な
湾曲部を設けたものがある。
【０００３】
　湾曲部は、操作部に設けられた湾曲操作部材を操作することによって上下方向、上下左
右方向等、複数の方向に湾曲動作する構成になっている。
【０００４】
　医療用の内視鏡は、細長な挿入部を切開を必要とすることなく体腔内に挿入して各種検
査を行える。また、挿入部に処置具チャンネルを備える内視鏡では、処置具を該チャンネ
ルを介して体腔内に導入することによって治療手技を行える。
【０００５】
　治療手技においては、執刀医のほかに医師等の補助者が少なくとも一人付く。そして、
治療手技の際、二人の術者が内視鏡の操作と処置具の操作とを共同で行う。
【０００６】
　具体的に、一方の術者は、内視鏡の挿入部を腎臓内に挿入する手技、観察視野下におい
て腎臓内に挿入された挿入部を進退させたり捩ったりする手技及び湾曲部を湾曲させる手
技、結石を捕らえた後、バスケット鉗子とともに挿入部を腎臓から引き抜く手技等、内視
鏡操作を行う。
【０００７】
　他方の術者は、挿通チャンネル内にバスケット鉗子を挿入する手技、バスケット鉗子の
先端開閉部の開閉動作を行うことにより結石を捕らえる手技等、バスケット鉗子の操作を
行う。
【０００８】
　また、一人の術者が内視鏡操作とともに処置具操作を行う場合も有り得る。具体的には
、挿通チャンネル内にバスケット鉗子を挿入した後、バスケット鉗子の操作部を、アダプ
ターを介して内視鏡操作部に装着する。　
　その後、例えば利き手が右手の場合には、左手で内視鏡操作部を把持するとともに湾曲
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操作レバーの操作及び捩り操作を行い、右手で挿入部の進退操作、引き抜き操作及びバス
ケット鉗子の開閉操作を行う。　
　これは、バスケット鉗子の開閉操作は、精緻な操作が要求されるため、利き手で行うこ
とが推奨されているためである。このように、一人の術者でも内視鏡操作と処置具操作と
の両方を行う手技も行われている。　
　なお、以上のことは、バスケット鉗子に限らず、他の処置具を用いる場合においても同
様である。
【０００９】
　日本国特開２００５－１６８８８２号公報には、１人の術者によって内視鏡操作及び処
置具操作が行えるよう、内視鏡操作部の挿通チャンネルの開口付近に、処置具が着脱自在
な保持部が設けられた内視鏡処置具システムの構成が開示されている。
【００１０】
　しかしながら、日本国特開２００５－１６８８８２号公報に開示された構成を用いて１
人の術者によって内視鏡操作及び処置具操作を行って例えばバスケット鉗子を用いて結石
を捕らえる手技を行う場合、術者が右利きの場合、術者は、右手にて内視鏡の挿入部の位
置を微調整した後、右手を一旦内視鏡の挿入部から離し、バスケット鉗子の操作部に持ち
替える必要があった。つまり、内視鏡の挿入部を進退させる操作と、処置具の操作と、を
同時に行えず結石を捕らえる手技を行うその度ごとに持ち替える必要があった。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、内視鏡操作部を把持する片方の手の手指
で湾曲操作部材の操作と処置具操作部の操作部材の操作とを行える把持性および操作性に
優れた内視鏡及び内視鏡システムを提供することを目的にしている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様による内視鏡は、被検体内に挿入され、かつ、湾曲動作可能な湾曲部を
有する内視鏡挿入部の基端側に設けられた、該湾曲部を湾曲動作させる湾曲操作部材およ
び処置具が備える処置具挿入部が挿入される処置具挿入口を有する、内視鏡操作部と、前
記内視鏡操作部の前記湾曲操作部材よりも先端側に位置するように設けられた、前記内視
鏡操作部を第１の把持状態で把持するための第１の把持部と、前記内視鏡操作部の前記湾
曲操作部材の基端側に延設するように設けられた、前記内視鏡操作部を第２の把持状態で
把持するための第２の把持部と、前記第１の把持部及び前記第２の把持部にそれぞれ形成
されている、前記内視鏡操作部を前記第１の把持状態、あるいは、前記第２の把持状態で
把持しつつ、その把持している手の指で前記湾曲操作部材の操作と前記処置具が備える処
置具操作部に設けられた処置部操作部材の操作とを行えるように該処置具操作部に設けら
れた取付部が取り付け可能な処置具操作部装着部と、を具備している。
　また、本発明の一態様による内視鏡システムは、被検体内に挿入され、かつ、湾曲動作
可能な湾曲部を有する内視鏡挿入部の基端側に設けられた、該湾曲部を湾曲動作させる湾
曲操作部材および処置具が備える処置具挿入部が挿入される処置具挿入口を有する、内視
鏡操作部と、前記内視鏡操作部の前記湾曲操作部材よりも先端側に位置するように設けら
れた、前記内視鏡操作部を第１の把持状態で把持するための第１の把持部と、前記内視鏡
操作部の前記湾曲操作部材の基端側に延設するように設けられた、前記内視鏡操作部を第
２の把持状態で把持するための第２の把持部と、前記第１の把持部及び前記第２の把持部
にそれぞれ形成されている、前記内視鏡操作部を前記第１の把持状態、あるいは、前記第
２の把持状態で把持しつつ、その把持している手の指で前記湾曲操作部材の操作と前記処
置具が備える処置具操作部に設けられた処置部操作部材の操作とを行えるように該処置具
操作部に設けられた取付部が取り付け可能な処置具操作部装着部と、を備える内視鏡と、
前記内視鏡に挿入される処置具であって、前記処置具挿入口に挿入される処置具挿入部と
、前記処置具操作部装着部に取り付け可能な取付部が設けられた処置具操作部とを有する
処置具と、を具備している。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】内視鏡の構成および処置具の構成と、内視鏡と処置具との関連を説明する図
【図２】内視鏡の把持部に形成された取付部装着部と処置具に設けられた取付部とを説明
する図
【図３】内視鏡操作部の第１の把持部に処置具の処置具操作部を取り付けた状態を示す図
【図４】第１の把持部に処置具操作部を取り付けた状態において第２の把持部を把持した
第２の把持状態を説明する図
【図５】内視鏡操作部の第２の把持部に処置具の処置具操作部を取り付けた状態を示す図
【図６】第２の把持部に処置具操作部を取り付けた状態において第１の把持部を把持した
第１の把持状態を説明する図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下の説明に用いる各図において、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大き
さとするため、構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものもある。即ち、本発明は、これら
の図に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構
成要素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。
【００１５】
　図１に示す内視鏡１は、例えば、泌尿器科で使用される内視鏡である。　
　内視鏡１は、内視鏡挿入部２と、内視鏡操作部３と、を有している。　
　内視鏡挿入部２は、被検体内に挿入されるように細長である。内視鏡挿入部２は、先端
側から順に、先端部２ａと、湾曲部２ｂと、可撓管部２ｃと、を連設している。
【００１６】
　先端部２ａにはＣＣＤ，ＣＭＯＳ等の撮像素子（不図示）を有する撮像ユニットが内蔵
されている。湾曲部２ｂは、例えば、上下左右の四方向に湾曲するように構成されている
。可撓管部２ｃは、可撓性を有して受動的に湾曲するように構成されている。　
　内視鏡操作部３は、内視鏡挿入部２の基端側に連設されている。内視鏡操作部３は屈曲
形状であって、予め定めた位置に湾曲操作レバー４と処置具挿入口５とが設けられている
。
【００１７】
　内視鏡操作部３には、第１の把持部６と第２の把持部７とが設けられている。第１の把
持部６は、湾曲操作レバー４よりも先端側に位置しており、内視鏡操作部３の内視鏡挿入
部２側である先端側を構成している。すなわち、第１の把持部６は、内視鏡挿入部２の基
端側に位置し、ポート回転部８を介して内視鏡挿入部２の基端側に連設されている。
【００１８】
　第２の把持部７は、第１の把持部６の内視鏡挿入部２側とは反対側である湾曲操作レバ
ー４の基端側に位置するように延設されて、内視鏡操作部３の基端側を構成している。そ
して、第２の把持部７の基端側からはユニバーサルコード９が延出している。　
　つまり、内視鏡操作部３には第１の把持部６と第２の把持部７とが湾曲操作レバー４を
挟んで設けられている。
【００１９】
　ポート回転部８は、内視鏡挿入部２と第１の把持部６との間に介装されている。具体的
に、ポート回転部８の先端側は、折れ止めを介して内視鏡挿入部２に連設されている。一
方、ポート回転部８の基端側は、第１の把持部６の先端側に対し、回転機構（不図示）を
介して回動可能に連結されている。処置具挿入口５などの開口部分は、ポート回転部８の
外周面に対して突設している。
【００２０】
　内視鏡操作部３は、第１の把持部６の長手方向軸である第１長手軸ａ６と、第２の把持
部７の長手方向軸である第２長手軸ａ７と、が予め定めた劣角で交差して屈曲形状に形作
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られている。　
　第１の把持部６の第１長手軸ａ６は、挿入部長手軸ａ２に対して平行である。
【００２１】
　湾曲操作レバー４は、湾曲操作部材であって傾倒操作可能である。湾曲操作レバー４は
、劣角に対する優角の側に設置されている。湾曲操作レバー４は、軸部４ａと、指当て部
４ｂと、を備えている。指当て部４ｂは、軸部４ａの突出端に設けられている。軸部４ａ
は、内視鏡操作部３の予め定めた位置に設けられた台座３ａの平面３ｂに対して垂直に突
出している。
【００２２】
　本実施形態において、湾曲部２ｂは、湾曲操作レバー４の軸部４ａが平面３ｂに対して
垂直に立設した中立状態のとき直線状態である。軸部４ａの中心軸は、軸部４ａが中立状
態のとき、優角を二分する分割直線Ｌ１上に位置するように設けられている。　
　湾曲部２ｂは、湾曲操作レバー４の軸部４ａが分割直線Ｌ１に対して傾倒操作されるこ
とによって、その傾倒方向、および、傾倒角度に対応して湾曲動作する。　
　なお、湾曲操作レバー４は、内視鏡操作部３を予め定めた状態で把持する右手、あるい
は、左手のどちらの手の手指でも操作可能に構成されている。
【００２３】
　処置具挿入口５は、処置具５０である例えばバスケット鉗子の処置具挿入部５１が挿入
される開口である。処置具５０の処置具挿入部５１は、処置具挿入口５に挿入された後、
内視鏡挿入部２内等に設けられた処置具チャンネル（不図示）内を通過して先端部２ａの
チャンネル開口（不図示）から外部に導出されるようになっている。
【００２４】
　なお、本実施形態において、処置具５０は、符号５２に示す処置具操作部、符号５３に
示すスライダ、符号５４に示す取付部を備えている。スライダ５３は、処置部操作部材で
あって処置具操作部５２の長手軸方向に対して摺動自在に設けられている。スライダ５３
を摺動させることによって処置部であるパスケットを開状態あるいは閉状態に変化する構
成になっている。
【００２５】
　スライダ５３には操作部となる例えば操作リング５３ｒが設けられている。操作リング
５３ｒにはスライダ５３を摺動させる際、把持部６、７を把持する手の指が配置される。
取付部５４は、処置具操作部５２の予め定めた位置に設けられている。
【００２６】
　本実施形態において、取付部５４は、処置具操作部５２に対して着脱自在であるが一体
に構成されていてもよい。なお、符号５４ａは、挿入部側端面である。処置具５０はバス
ケット鉗子に限定されるものでは無くスライダ５３を備える処置具であればよい。
【００２７】
　第１の把持部６および第２の把持部７にはそれぞれ処置具操作部装着部として取付部装
着部１０が形成されている。以下、説明を明確にするため、第１の把持部６に形成されて
いる取付部装着部１０を第１の装着部１０Ａと記載し、これに対して、第２の把持部７に
形成されている取付部装着部１０を第２の装着部１０Ｂと記載する。
【００２８】
　本実施形態において、第１の装着部１０Ａと第２の装着部１０Ｂとは分割直線Ｌ１に対
して対称な位置に設けられている。
【００２９】
　そして、処置具５０の取付部５４は、実線の矢印Ｙ１Ａで示すように第１の装着部１０
Ａに取付可能であると共に、破線の矢印Ｙ１Ｂで示すように第２の装着部１０Ｂに取付可
能である。つまり、取付部５４が取り付けられる第１の装着部１０Ａの構成および第２の
装着部１０Ｂの構成は同様である。このため、第１の装着部１０Ａの構成を説明して第２
の装着部１０Ｂの構成の説明に関しては省略する。
【００３０】
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　図１、図２を参照して第１の装着部１０Ａの構成及び取付部５４の構成を説明する。　
　図２を参照して取付部５４を説明する。
【００３１】
　図２に示すように取付部５４からは、一対の係止爪５５が延設している。係止爪５５は
、予め定めた弾性力を有している。それぞれの係止爪５５の延設端側には係止突起５６が
設けられている。符号５６ａは傾斜面、符号５６ｂは係止面、符号５６ｃは配置面である
。
【００３２】
　係止突起５６の傾斜面５６ａは、向かい合って設けられている。向かい合った傾斜面５
６ａの間隔は、根本側から延設端側に向かって徐々に幅広になるように設定されている。
【００３３】
　図１、図２を参照して第１の装着部１０Ａを説明する。　
　図１に示すように第１の装着部１０Ａは、一対の段差部であって、それぞれの段差部は
段差面１１と、位置決め面１２と、を有している。段差部は、一方の側面と、該一方の側
面の反対面である他方の側面に形成されている。
【００３４】
　段差面１１は、第１の把持部６の両側面に設けられている。段差面１１は、載置面１１
ａと押圧面１１ｂとを有している。載置面１１ａ上には係止突起５６の配置面５６ｃが配
置され、押圧面１１ｂには係止面５６ｂが押圧配置される。
【００３５】
　位置決め面１２は、当接面であって、位置決め面１２には係止突起５６の挿入部側端面
５４ａが当接するようになっている。
【００３６】
　符号１３は、係止爪案内面であって第１の把持部６、第２の把持部７の予め定めた位置
に設けられている。係止爪案内面１３は、曲面、あるいは、テーパー面であって、図中下
端面である装着側面１４から載置面１１ａにいくにしたがって幅寸法が徐々に大きくなる
ように形成されている。係止爪案内面１３には係止突起５６の傾斜面５６ａが配置される
。
【００３７】
　図１の符号１５は突起部である。突起部１５は、内視鏡操作部３の劣角側に予め定めた
量突出して設けられている。第１の把持部６、または、第２の把持部７を把持した際、把
持する手の指を当接配置させることが可能な指置き部と、スライダ５３の移動を規制する
規制部とを兼ねる曲面１５ａ、１５ｂを有している。
【００３８】
　ここで、処置具５０の第１の把持部６の第１の装着部１０Ａへの取り付けを説明する。
【００３９】
　操作者は、図１の矢印Ｙ１Ａに示すように取付部５４を第１の装着部１０Ａに取り付け
る。その際、操作者は、操作リング５３ｒが突起部１５近傍に配置されるように処置具５
０の向きを定める。
【００４０】
　その後、操作者は、図２で示したように第１の把持部６の係止爪案内面１３に対して処
置具操作部５２に設けられた取付部５４の係止爪５５を構成する係止突起５６を対向させ
る。そして、操作者は、係止突起５６の傾斜面５６ａを係止爪案内面１３上に配置させ、
該係止爪５５を段差面１１に向けて押し込んでいく。すると、係止爪５５は、係止爪案内
面１３に沿って押し進められていく。このとき、係止爪５５は、該係止爪５５が有する弾
性力に抗して図２の矢印Ｙ２方向に拡開されていく。
【００４１】
　その後、係止爪５５が予め定められた位置まで押し込まれることによって、該係止爪５
５の有する弾性力によって、係止爪５５の配置面５６ｃが段差面１１の載置面１１ａ上に
それぞれ載置されるとともに係止面５６ｂが押圧面１１ｂに押圧配置される。
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【００４２】
　この後、操作者は、取付部５４の挿入部側端面５４ａを位置決め面１２に当接させる。
この結果、図３に示すように処置具５０の処置具操作部５２が取付部５４を介して内視鏡
１の内視鏡操作部３の第１の把持部６に一体的に取り付けられる。このとき、操作リング
５３ｒは、第２の把持部７側に配置される。
【００４３】
　このように、処置具５０が内視鏡操作部３に取り付けられた状態において、操作者は、
図４に示すように、右手の掌と、右手の小指、薬指、及び中指の３本の指を第２の把持部
７に配置して内視鏡操作部３の第２の把持部７を第２の把持状態で確実且つ安定して把持
することができる。
【００４４】
　また、処置具５０の操作リング５３ｒが第２の把持部７側に配置されていることによっ
て、操作者は、内視鏡操作部３を第２の把持状態で把持することによって、右手の親指を
湾曲操作レバー４の指当て部４ｂに配置させて、湾曲部２ｂを湾曲動作させる傾倒操作が
可能であると共に、右手の人指し指をスライダ５３の操作リング５３ｒ内に配置させてス
ライダ５３の引き操作、あるいは、押し操作が可能である。　
　そして、第２の把持状態において、右手の中指を突起部１５の曲面１５ａに配置するこ
とによって中指、薬指、小指で内視鏡操作部３を安定的に保持しやすくなるほか、人差し
指の可動範囲と処置具操作部５２の可動範囲とを一致させ、スライダ５３の操作をよりス
ムーズに行える。
【００４５】
　この第２の把持状態おいて、操作者の左手は、フリーな状態になる。このため、操作者
は、左手で内視鏡挿入部２の進退操作に専念することができ、処置具操作部５２との間で
持ち替える手間がなくなる。　
　次に、処置具５０の第２の把持部７の第２の装着部１０Ｂへの取り付けを説明する。　
　操作者は、図１の矢印Ｙ１Ｂに示すように取付部５４を第２の装着部１０Ｂに取り付け
る。その際、操作者は、操作リング５３ｒが突起部１５近傍に配置されるように処置具５
０の向きを定める。
【００４６】
　その後、操作者は、上述と同様に第２の把持部７の係止爪案内面１３に対して処置具操
作部５２に設けられた取付部５４の係止爪５５を構成する係止突起５６を対向させる。操
作者は、係止突起５６の傾斜面５６ａを係止爪案内面１３上に配置させて押し込みを行う
。すると、係止爪５５の配置面５６ｃが段差面１１の載置面１１ａ上にそれぞれ載置され
るとともに係止面５６ｂが押圧面１１ｂに押圧配置される。
【００４７】
　この後、操作者は、取付部５４の挿入部側端面５４ａを位置決め面１２に当接させる。
この結果、図５に示すように処置具５０の処置具操作部５２が取付部５４を介して内視鏡
１の内視鏡操作部３の第２の把持部７に一体的に取り付けられる。このとき、操作リング
５３ｒは、第１の把持部６側に配置される。
【００４８】
　このように、処置具５０が内視鏡操作部３に取り付けられた状態において、操作者は、
図６に示すように右手の掌と、右手の小指、薬指、及び中指の３本の指を第１の把持部６
に配置して内視鏡操作部３の第１の把持部６を第１の把持状態で確実且つ安定して把持す
ることができる。
【００４９】
　また、処置具５０の操作リング５３ｒが第１の把持部６側に配置されていることによっ
て、操作者は、内視鏡操作部３を第１の把持状態で把持することによって、右手の親指を
湾曲操作レバー４の指当て部４ｂに配置させて、湾曲部２ｂを湾曲動作させる傾倒操作が
可能であると共に、右手の人指し指をスライダ５３の操作リング５３ｒ内に配置させてス
ライダ５３の引き操作、あるいは、押し操作が可能である。
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【００５０】
　そして、第１の把持状態においても、右手の中指を突起部１５の曲面１５ａに配置する
ことによって中指、薬指、小指で内視鏡操作部３を安定的に保持しやすくなるほか、人差
し指の可動範囲と処置具操作部５２の可動範囲とを一致させ、スライダ５３の操作をより
スムーズに行える。
【００５１】
　この第１の把持状態においても操作者の左手は、フリーな状態になる。このため、操作
者は、左手で内視鏡挿入部２の進退操作に専念することができ、処置具操作部５２との間
で持ち替える手間がなくなる。
【００５２】
　なお、上述した実施形態において、操作者が内視鏡操作部３の第１の把持部６、第２の
把持部７を右手で把持するとしている。しかし、第１の把持部６、第２の把持部７を左手
で把持しても同様な把持性および操作性を得ることができる。また、操作者は、把持する
手の人指し指でスライダ５３を引き操作、あるいは、押し操作するとしているが、他の指
でスライダ５３を操作するようにしてもよい。
【００５３】
　また、処置具５０の処置具挿入部５１は、処置具操作部５２が内視鏡操作部３の第１の
把持部６、または、第２の把持部７に一体的に取り付けた後、処置具挿入口５から処置具
チャンネル内に挿入される、あるいは、処置具操作部５２を内視鏡操作部３に取り付ける
以前に予め処置具挿入口５から処置具チャンネル内に所定量挿入されている。
【００５４】
　このように、内視鏡操作部３は、湾曲操作レバー４を挟んで第１の装着部１０Ａが形成
された第１の把持部６と第２の装着部１０Ｂが形成された第２の把持部７と設けて構成さ
れる。内視鏡操作部３は、第１の把持部６の第１長手軸ａ６と第２の把持部７の第２長手
軸ａ７とを予め定めた劣角にて交差されて屈曲形状である。そして、湾曲操作レバー４を
劣角に対する優角の側に立設させ、該湾曲操作レバー４の軸部４ａの中心軸を優角を二分
する分割直線Ｌ１上に位置させている。また、第１の装着部１０Ａと第２の装着部１０Ｂ
とを分割直線Ｌ１に対して対称な位置関係で設けてある。その上で、処置具操作部５２に
第１の装着部１０Ａ、あるいは、第２の装着部１０Ｂにそれぞれ取付可能な取付部５４を
設けている。
【００５５】
　したがって、取付部５４を第１の装着部１０Ａに取り付けた状態において、操作者は、
第２の把持部７を把持した第２の把持状態で内視鏡操作部３を把持することが可能である
。これに対して、取付部５４を第２の装着部１０Ｂに取り付けた状態において、操作者は
、第１の把持部６を把持した第１の把持状態で内視鏡操作部３を把持することが可能であ
る。
【００５６】
　そして、第１の把持状態および第２の把持状態において、操作者は、把持部を把持する
手の親指で湾曲操作レバーの傾倒操作を行え、把持部を把持する手の人指し指でスライダ
５３の引き操作、あるいは、押し操作が可能である。
【００５７】
　つまり、本実施形態の内視鏡１によれば、操作者は、内視鏡操作部３を、一方の手、ま
たは、他方の手で、選択的に第１の把持状態、あるいは、第２の把持状態で把持すること
ができる。加えて、これら第１の把持状態、および、第２の把持状態において、把持する
手の親指で湾曲操作レバー４を操作することに加えて、人指し指でスライダ５３を操作す
ることができる。したがって、内視鏡操作部３を把持していない手は、内視鏡挿入部２の
進退操作に専念することができる。
【００５８】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。
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【００５９】
　本発明によれば、第１の把持状態と第２の把持状態とを選択することが可能で、内視鏡
操作部を把持する片方の手の手指で湾曲操作部材の操作と処置具操作部の操作部材の操作
とを行える把持性および操作性に優れた内視鏡を実現できる。
【００６０】
　本出願は、２０１６年１２月１４日に日本国に出願された特願２０１６－２４２１１１
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲に引用されるものとする。
【要約】
　内視鏡１は、湾曲部２Ｂを有する内視鏡挿入部２の基端側に設けられた湾曲操作レバー
４および処置具挿入口５を有する内視鏡操作部３と、湾曲操作レバー４よりも先端側に位
置して内視鏡操作部３を第１の把持状態で把持するための第１の把持部６と、湾曲操作レ
バー４の基端側に延設され内視鏡操作部３を第２の把持状態で把持するための第２の把持
部７と、第１の把持部６及び第２の把持部７にそれぞれ形成されている、把持部６、７を
把持している手の指で湾曲操作レバー４の操作と処置具５０が備えるスライダ５３の操作
とを行えるように処置具操作部５２の取付部５４が取り付けられる、取付部装着部１０と
、を具備する。

【図１】 【図２】



(10) JP 6297245 B1 2018.3.20

【図３】 【図４】
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